
大 崎 建 第 2 5 9 4 号

令和 5 年 1 月 26 日

関係者各位

大崎市長 伊 藤 康 志

（公印省略）

陸羽東線塚目～西古川間志田踏切道改良工事に伴う交通規制について

（お知らせ）

日頃より当市道路行政につきましては，特段のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。

さて，令和 3年度から大崎市古川飯川地内の JR陸羽東線塚目駅～西古川駅間の志田踏切

道内の車道拡幅，歩道整備事業を進めておりますが，踏切道の改良工事に伴い令和 5年 2

月 1日から市道飯川耳取線が終日通行止めとなりますのでお知らせいたします。

ご利用される皆様には不便をお掛けしますが，ご理解とご協力を賜りますようよろしく

お願いいたします。

記

工 事 名：陸羽東線塚目～西古川間志田踏切道改良工事

工 事 場 所：大崎市 古川地域 飯川 地内

工 事 期 間：令和 5年 2月 1日～令和 5年 6月 30 日

※天候・作業条件等により，期間に変更となる場合があります。

なお,変更がありましたら，再度周知いたします。

交 通 規 制：終日全面通行止め（自転車・歩行者含む）

※令和5年 2月 1日は,午前 9時から通行止めとなります。

施 工 者：東日本旅客鉄道株式会社

担 当 課：大崎市役所 建設部建設課 道路建設担当
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担当 加藤・佐藤


